
納付書･領収済通知書
様式第104号 様式第104号

※整理番号

加入
者名
収納機関
番号

県コード 所在地又は住所
〒

名称又は氏名

＊いずれかに○を付けてください。
全納・延納１期・２期・３期

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

障害者雇用納付金
独立行政法人 高齢･障害･求職者雇用支援機構

納付
目的

年 月 日

年度

受取人

各都市銀行本支店
各地方銀行本支店
各第二地方銀行本支店
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
各信用金庫本支店

（一部機関を除く）

取扱金融機関　窓口使用欄
入 金
電 信
みずほ銀行取扱
分は文書扱い
信用金庫取扱
分は振込不要

※

※

【取りまとめ店】
【各都市銀行】 【各地方銀行】

静岡銀行（東京営業部）
（普）0138738（取りまとめ店使用口座
のため、事業主の方は利用できません。）

【各第二地方銀行】
東日本銀行（集中センター）

【各信用金庫】
信金中央金庫
※信用金庫取扱分は信金中央金庫
決済のため振込不要

みずほ銀行（新橋支店）
※みずほ銀行取扱分は文書扱い
埼玉りそな銀行（さいたま営業部）
りそな銀行（東京営業部）
三井住友銀行（東京公務部）
三菱ＵＦＪ銀行（東京公務部）

（注）納付金は、必ず上記の金融機関
本支店窓口又はPay easy（ペイジー）
（インターネットバンキング）に
対応する金融機関で納付してくだ
さい。
手数料は無料です。

各都市銀
各地方銀
各第二地
シティバンク
各信用金
（一

（注）納付
上記
本支
Pay e
納付
手数

関
機
融
金
扱
取

納付期限

◎金融機関窓口で納付金を納付するときは、必ずこの納付書をお使いください。
◎現金で10万円を超える金額を納付する際は、金融機関から登記事項証明書等の提示を求められる場合があります。

（取扱店→取りまとめ店→総取りまとめ店→独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構）

職安コード

確認
番号

納付
区分４８００１ １００

左記の金額を
領収しました。

加入者名

納付
額
名称又は

取扱

独立行政
領収日付印

独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構 納付額
円

等
別
期

現在ご利用の金融機関のインター
ネットバンキング（※１）からペイジー
で支払うことができます。（※２）

確認番号が付番されていない事業主の方は、確認番号を当機構納付金部（裏面に記載の連絡先）まで
お問い合わせいただくか、金融機関の窓口での納付をお願いします。

その他、納付金については、
当機構HP https://www.jeed.go.jp/ から、「障害者の雇用支援」→「障害者雇用納付金」をご参照ください。

障害者雇用納付金は、「振込み」による支払いはできません。

ペイジーなら支払いのため、わざわざ金融機関の窓口に並ぶ必要はありません！！

納 付 番 号

300689
テキスト ボックス
令和５年度申告申請分より電子申告申請の方法が変わります。

300689
線

300689
線




※令和4年4月現在

北海道、青森、みちのく、岩手、東北、七十七、秋田、北都、荘内、山形、東邦、常陽、筑波、足利、
群馬、武蔵野、千葉、千葉興業、きらぼし、横浜、第四北越、北陸、富山、北國、福井、山梨中央、
八十二、大垣共立、十六、静岡、スルガ、清水、三十三、百五、滋賀、京都、関西みらい、
池田泉州、但馬、南都、紀陽、鳥取、山陰合同、中国、広島、山口、阿波、百十四、伊予、四国、
福岡、筑邦、西日本シティ、北九州、佐賀、十八親和、肥後、大分、宮崎、鹿児島、琉球、沖縄

みずほ※、三菱UFJ、三井住友、りそな、埼玉りそな

納付金部　ＴＥＬ　043-297-9651
https://www.jeed.go.jp/ →「障害者の雇用支援」→「障害者雇用納付金」

メルマガ会員募集中！　https://www.jeed.go.jp/general/merumaga/index.html

北洋、北日本、仙台、きらやか、福島、大東、栃木、東和、京葉、東日本、東京スター、大光、
富山第一、福邦、長野、静岡中央、愛知、名古屋、中京、みなと、島根、トマト、もみじ、西京、
徳島大正、香川、愛媛、高知、福岡中央、佐賀共栄、長崎、熊本、豊和、宮崎太陽、南日本、
沖縄海邦

1.納付書による都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、外資系金融機関及び信用金庫の本支店窓口での納付

ペイジーで納付するには ①収納機関番号（48001）、②納付番号、③確認番号、④納付区分（100）の番号が必
要です。①から④を印字した納付書を当機構より発行された事業主については、ペイジーで納付できます。ただ
し、③確認番号が付番されていない事業主の場合は、ペイジーでの納付はできませんので、確認番号を納付金部
までお問い合わせいただくか、金融機関の窓口で納付してください。
なお、納付書を紛失された場合には、再交付いたしますので、当機構納付金部あてにお問い合わせください。


